
 
 

産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託【単価契約】仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

 産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託【単価契約】 

 

２ 目的 

本委託は、酒田市の事業活動に伴って生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）その他関係法令に基づき適正に収集運

搬及び処分を行うことを目的とする。 

 

３ 契約期間 

 契約の日 から 令和９年３月３１日 まで 

 

４ 履行期間 

 令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日 まで 

 

５ 廃棄物の種類と排出予定数量 

 産業廃棄物の種類及びそれぞれの排出予定数量は次のとおりとする。ただし、排出

予定数量はあくまで予定の数量であり、この数量を確約するものではない。 

カン １，０８６ｋｇ 

金属くず ２，３６８ｋｇ 

ペットボトル ２，２８０ｋｇ 

廃プラスチック類 ７，５５３ｋｇ 

ビン・ガラスくず・陶磁器くず ３，２８５ｋｇ 

水銀使用製品産業廃棄物 ７４８ｋｇ 

廃電池類 ５３７ｋｇ 

 

６ 収集場所 

琢成学区コミュニティ防災センター ほか９８施設（別紙「収集場所施設一覧」の

とおり） 

 

７ 収集運搬回数 

 各施設の収集運搬回数は別紙「収集場所施設一覧」のとおりとする。 

 

８ 収集運搬日時 

収集運搬が可能な日時は、別紙「収集場所施設一覧」に記載の曜日等を除いた日と



し、時間に関する記載がない場合は午前９時から午後５時までの時間帯とする。 

各施設の収集運搬日程については、受託者が定めることとし、前月中旬までに各施

設担当課に報告し、必要に応じて調整するものとする。なお、全施設の収集を同日中

に行う必要はない。 

 

９ 廃棄物の処理方法 

処分地を管轄する自治体の長の許可を受けた場所に運搬し、適正に処分すること。 

 

１０ 廃棄物の排出容器 

委託者が廃棄物を排出する際の排出容器は、原則として業務用ポリエチレン製袋と

し、委託者が用意する。ただし、袋詰めが困難なものは他の荷姿で排出することがで

きるものとする。 

 

１１ 業務報告  

(1) 受託者は、１か月ごとに廃棄物収集・運搬報告書（様式第１号）及び施設別廃

棄物収集・運搬報告書（様式第２号）を委託者に提出する。 

 (2) 受託者は、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが管理・運営してい

る電子マニフェストにより、搬出数量や運搬・処分終了年月日などの廃棄物の処

理及び清掃に関する法律で定める必要な事項を報告する。 

 

１２ 委託料の支払い 

本業務の委託料については、実績に契約単価を乗じて算出される金額を毎月払いとし、

受託者は、業務完了後に、請求書を提出し、委託者は、受託者の正当な請求書を受理し

た日から３０日以内に支払うものとする。 

ただし、収集運搬費の支払いについては、落札者が入札書に記載した１か月当たり日

数分までとする。 

 

１３ 受託者の責務 

(1) 安全管理と法令等の遵守 

① 受託者は、業務の遂行に当たって関係法令等を遵守しなければならない。 

② 独占禁止法等、法令の違反が判明した場合、受託者は、委託者に賠償金を支払

い、委託者は、契約を解除することが出来る。 

③ 収集運搬を実施するうえで必要な安全管理については、受託者が行うこと。 

④ 収集運搬の実施に際しては施設利用者、児童、職員等の第三者を優先し、第三

者災害防止に努め、適切な安全対策を行うこと。 

⑤ 労働基準法、労働安全衛生規則など全ての条項を遵守し、危険防止対策を行い、

従事者への安全教育を徹底し、労務災害その他事故等の発生がないよう、十分な

業務体制をもって収集運搬を行うこと。 



⑥ 業務に必要な車両は道路交通法など全ての交通法規を遵守し、一般道路、構内

通路に関わらず法定速度ならびに規定速度を厳守し安全運転に努めるとともに一

般車両などの通行に支障を来さないように注意すること。 

(2) 再委託の禁止と情報の保持 

① 受託者は、受託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせては

ならない。 

② 業務の一部を請け負わせる場合は、事前に書面により委託者の承認を得るもの

とする。 

③ 受託者及び従事者は、業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、又は

自己の利益のために使用してはならない。契約が満了し、若しくは契約を解除さ

れ、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。 

 

１４ 許可証等 

(1) 受託者は、当該業務を行おうとする区域を管轄する自治体の長が発行する「産

業廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業廃棄物処分業許可証」を取得していなけ

ればならない。 

(2) 「産業廃棄物処分業許可証」を取得していない場合、「産業廃棄物収集運搬業

許可証」を取得していること並びに落札した場合において処分に係る業務を履行

することとなる者が「産業廃棄物処分業許可証」を取得していなければならず、

処分に係る業務を履行することとなる者が作成した別紙１確約書を入札書に添付

しなければならない。 

 (3) 許可証の事業の範囲に本業務に関する産業廃棄物全ての種類を有していなけ

ればならない。 

 

１５ その他 

(1) 廃棄物の引渡し方法や集積場所の詳細については、落札後に各施設担当課と調

整するものとする。 

(2) 排出や電子マニフェスト等に関する問い合わせ先は、各施設担当課とする。 

(3) 廃棄物の収集運搬量は、施設ごとに計量し、１ｋｇ未満の端数については四捨

五入するものとする。 

(4) 収集時には、廃棄物が落下又は飛散することのないよう十分注意し、集積場所

周辺を清潔に保つこと。廃棄物が落下又は飛散した場合は、速やかに清掃するこ

と。 

(5) 本業務の実施において酒田市管理施設の建物、工作物その他物件に損害を与え

た際は、その都度直ちに当該施設担当課に報告し、指示により受託者の負担で復

旧するものとする。 

(6) 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項について

は、委託者と受託者が協議し定めるものとする。 


